


○条例案
	



番号
	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要

	１
	地方自治法第二百四十三条の二の七第一項の規定による知事等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例等一部改正の件
	地方自治法の改正により、題名の改正及び規定の整備（条項ずれ是正）を行う。
　　　　施行日：令和８年９月２４日
〔関係条例〕
・地方自治法第二百四十三条の二の七第一項の規定による知事等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例　等

	２
	職員の給与に関する条例一部改正の件
	へき地教育振興法施行規則の改正により、へき地手当と地域手当との支給の調整措置が廃止されたことに伴い、条例において同趣旨の改正を行う。
　　　　施行日：公布の日

	３
	大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例等一部改正の件
	幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（府省令）等の改正に伴い、条例において同趣旨の改正を行う。
　〔主な改正内容〕
　・認定こども園における１学級の子どもの数を、満４歳以上の子どもについて、３０人以下に引き下げる。
　・認定こども園に置かなければならない保育士について、１人に限って、特定理学療法士等をもって代えることができることとする。
　・認定こども園の教育及び保育に直接従事する職員等の数につき、当分の間改正前の基準によることができるとしている経過措置の期限を、満３歳以上満４歳未満の子どもに対する職員の配置基準については、令和１０年３月３１日までとする。
　　　　施行日：公布の日
　〔関係条例〕
　・大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例
　・大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
　・大阪府認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例
・大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例及び大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
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